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⽂部科学省総合教育政策局男⼥共同参画共⽣社会学習・安全課 
スポーツ庁政策課企画調整室 

 
学校事故の詳細調査報告書の共有について 

（⽔泳の授業中における⼩学⽣の死亡事案） 
 

下記のとおり、「学校事故対応に関する指針」に基づき、学校事故の詳細調査報告書が取りまとめられま
したので、概要とともに共有します。 

詳細調査は、事故の再発防⽌に繋げること等を⽬的として実施しているものであることを踏まえ、各学校等
における今後の安全管理や安全指導に活かしていただくよう、よろしくお取り計らい願います。 

 

記 
 

事件・事故 ⽔泳授業中における⼩学⽣死亡事案 
発⽣⽇時 令和６年 ７ ⽉５ ⽇ 
被害状況 ⼩学⽣（男⼦）1 名、死亡 

事件・事故の
概要 

・ 当時⼩学校４年⽣であった児童が、普段使⽤しているプールと異なる環境
（近隣の中学校のプール） において⾏われた⽔泳の授業中に溺れ、搬送先の
病院で死亡した。 

 
再発防⽌に 
向けた指摘 

・学習者の⾝⻑や技能レベル、学習内容に応じて適切な⽔深を提供する必要があ
ること 

・⾃校プールが利⽤できず、他校のプールを借⽤する場合でも、借⽤先のプール
の構造上の⽔深を確認した上で、対策を⾏う必要があること 

・組織的な安全管理を徹底する必要があること（監視体制や安全対策、授業内容
や特に留意すべき学習者、役割分担等の事前の共有、授業中のバディシステム
の徹底、授業後の情報共有など）                                                              等 

詳細調査 
報告書 

⾼知市⽴⼩学校児童プール事故検証報告書 
https://www.city.kochi.kochi.jp/soshiki/202/juken13.html 

参考資料 
事件・事故情報の共有・注意喚起について（⽔泳の授業中における⼩学⽣の死亡
事案の発⽣について） 
https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/hakusho/nc/jsa_00042.html 

 

【参考】 
● 学校事故対応に関する指針【改訂版】（令和６年３⽉） 

https://anzenkyouiku.mext.go.jp/guideline-jikotaiou/index.html 
 

「学校事故対応に関する指針」に基づき、⽔泳の授業中における⼩学⽣の死亡事案について詳細調査
報告書が取りまとめられましたのでお知らせします。 
各学校等における安全管理・安全指導に活⽤いただくよう、よろしくお取り計らい願います。 



【本件担当】 
●⽂部科学省総合教育政策局男⼥共同参画共⽣社会学習・安全課

安全教育推進室学校安全係 
電話：03-6734-2966 

 

●スポーツ庁政策課企画調整室学校指導係 
電話：03-6734-2674 

 


